


１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う朝日Nvest グローバル バリュー株オープンの受

益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により

有価証券届出書を平成22年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成22年6月16日にその効力

が生じております。 

２．委託会社は、この投資信託説明書（交付目論見書）のほかに、金融商品取引法第13条第2項第2号

の規定に基づく詳細情報を記載した目論見書（投資信託説明書（請求目論見書））を作成しており

ます。  

投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からのご請求に応じ、販売会社を通じてお渡しいた

します。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨をご自身で記

録しておくようお願いいたします。 

３．当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落

や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の

影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産については、原

則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動により損失を被ることがあります。

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

４．当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護

機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護

基金による支払いの対象にはなりません。 

５．信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。  

６．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 
有価証券届出書 表紙記載事項 

 

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

 

 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 
 

 電 話 ０１２０－２８３１０４
フヤソウトウシン

（営業日の 9:00～17:00） 
 

 ホームページ http://www.alamco.co.jp/ 

提出先 関東財務局長 

提出日 有価証券届出書        平成22年 6月15日 

発行者名 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 土岐 眞一 

本店の所在の場所 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 

届出の対象とした募集内国投資信託受益証券

に係るファンドの名称 
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 

届出の対象とした募集内国投資信託受益証券

の金額 
継続募集額 上限 2,000 億円 

縦覧に供する場所 該当事項はありません。 

照会先 



 

下記の事項は、「朝日Nvest グローバル バリュー株オープン」（以下｢当ファンド｣という。）をお

申込みされる投資家のみなさまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせす

るものです。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読

みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格

の下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外

部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外

貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動に

より損失を被ることがあります。 

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下

落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「為替

変動リスク」、「カントリーリスク」、「金利変動リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

■当ファンドに係る手数料等について 

◆お申込み手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜 3.0％）を上限として販売会社

が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆ご換金（解約）手数料 

当ファンドにはご換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 1.89％（税抜 1.8％）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

◆監査費用(*) 

ファンドの純資産総額に年 0.00525％（税抜 0.005％）の率を乗じて得た額とします。 

※ただし、年 42 万円（税抜 40 万円）を上限とします。 

(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

◆その他の費用（＊） 

①有価証券売買時の売買委託手数料 

②先物・オプション取引等に要する費用 

③資産を外国で保管する場合の費用 

④借入金の利息 等 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に

料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。 

以上
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ファンドの概要

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（愛称：Avest-E） 
 
 

当概要は、交付目論見書の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。 

詳細は本文の該当箇所をご覧ください。 

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 

主 な 投 資 対 象 
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあ

ります。）受益証券を主要投資対象とします。 

フ ァ ン ド の 目 的 
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式へ投資を行うことによ

り、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

主 な 投 資 制 限 
株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投

資しますので、基準価額は変動します。 

信 託 期 間 無期限 

信 託 設 定 日 平成 12 年 3 月 24 日 

決算 と収益分配 
毎決算日（3月 16日。休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づいて分

配を行います。 

お申込み受付日 

毎営業日にお申込みいただけます。 

（ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、お申込みの受付けは行い

ません。） 

お申込み受付時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。 

お 申 込 み 単 位 

「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の 2 つの申込方法があり、取扱

いコースおよびお申込み単位は販売会社によって異なります。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

お 申 込 み 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

お申込み手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜 3.0％）を上限として販売

会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額 
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額で

す。 

信託財産留保額 
（ 換 金 時 の 費 用 ） 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額とします。 

ご 解 約 代 金 の 

お 支 払 い 

原則として、解約請求受付日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払

います。 

信 託 報 酬 
（ 運 用 中 の 費 用 ） 

純資産総額に対し、年率 1.89％（税抜 1.8％） 

交付目論見書に記載されている用語の解説については巻末「用語解説」もあわせてご参照ください。 
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ファンドの特色

 
基 本 方 針        

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式へ投資を行うことにより、

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

 

運 用 方 法       
 

１．ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託してい

るマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投

資します。 

 

＜マザーファンドの運用方針＞ 

●日本を除く世界中の株式を対象として、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・

アプローチを重視した銘柄選択を行います。 

●徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は 30～50 銘柄程度に絞り込みます。 

●対円での為替ヘッジは、原則として行いません。 

 

２．運用はファミリーファンド方式で行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファミリーファンド方式」とは… 

 

お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザー

ファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 

収益分配金 
解約代金等 

投資 

損益 

日本を除く
世界各国の株式

(主要投資対象)

お申込み 《マザーファンド》

朝日 Nvest

バリュー型 外国株

マザーファンド

お客様 
  
(受益者)

《ベビーファンド》

  
朝日 Nvest

グローバル

バリュー株オープン

投資

損益
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ご投資にあたっての留意点

 

 

 

株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の景気、経済、社会情勢の変

化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持

しますので、株価が下落した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファンドが

実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、当

ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 

 

 

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決めら

れた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じ

た場合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の

短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあります。）、当ファンドの基準価額が下

がる要因となります。また、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。 

 

 

外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相

場が対円で下落した場合（円高の場合）には、円ベースの資産価格は下落します。 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、日本円

と日本円以外の通貨間の為替相場の変動により、基準価額が大きく変動することがあります。 

 

一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因に

よって影響を受けます。その結果、当ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会

情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。 

 

⑤ 

金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の変動要

因となります。 

 

－主なリスクについて－ 

① 株価変動リスク 

② 信用リスク 

③ 為替変動リスク 

④ カントリーリスク 

⑤ 金利変動リスク 
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ご投資にあたっての留意点

 

 

 

 

有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができない、

あるいは売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。そのため保有有

価証券の売却を行う場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保有有

価証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが生じる場合があり、当ファン

ドの基準価額が下がる要因となります。 

 

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファンド

へ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファ

ンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価

証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 

 

 

当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の 10分の 1または 10億口を下回ることとなった場

合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰

上償還されることがあります。 

 

 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんが、対米ドル

では日本円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。 

 

 

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変等

により閉鎖されることがあります。 
 
 
 

⑥ 流動性リスク 

⑦ ファミリーファンド方式に起因するリスク 

⑧ 繰上償還リスク 

⑨ 為替取引の相手先に関するリスク 

⑩ その他の留意点 

当ファンドは、上記リスクを伴いますので基準価額が変動する可能性があります。したがって、投資

元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。 
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ご投資の手引き

 

 

 

 

 

◆ お申込み受付日 毎営業日にお申込みいただけます。 

販売会社へお申込みください。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、取得申込みの受付けは行

いません。また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止そ

の他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およ

びすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。 

 

◆お申込み受付時間 原則として、午後 3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。

 

◆ お 申 込 み 単 位 「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり、取扱い

コースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ お 申 込 み 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

  

◆ お申込み手数料 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜 3.0％）を上限として販売

会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

◆決 算 日 毎年 3月 16 日（休業日の場合は翌営業日）です。 

  

◆収 益 分 配 金 収益分配方針に基づき委託会社が基準価額等を勘案して決定します。 

ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

  

◆支 払 方 法 「分配金受取コース」 

原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始します。 

「自動けいぞく投資コース」 

税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※税金については、「費用と税金」をご参照ください。 

お申込みについて 

決算と収益分配金について 
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ご投資の手引き

 

 

 

 

 

◆運 用 報 告 書 

 

 

委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売

買の状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は、あらかじめお

申し出いただいたご住所に販売会社より送付するほか、委託会社のホームページ

等において確認することができます。 

運用報告書を補完する目的で、週次または月次の運用状況を記載したレポートを

作成しており、委託会社のホームページ等において入手することができます。 

 

◆基 準 価 額 

 

販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されるほか、委託会

社のホームページ等において確認することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ご換 金 受 付 日 毎営業日に解約請求により換金できます。 

販売会社へお申し出ください。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、解約請求の受付けは行い

ません。また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その

他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびす

でに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。 

 

◆ご換金受付時間  原則として、午後 3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。

 

◆ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ご 解 約 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額で

す。 

  

◆信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

  

◆お支 払 開 始 日 原則として、解約請求受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支

払いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご換金（解約）について 

運用経過について 
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費用と税金

 
 
 
 
 
 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金        

お 申 込 み 時 お 申 込 み 手 数 料
取得申込受付日の 

翌営業日の基準価額の… 

上限 3.15％ 

（税抜3.0％注1） 

個人：10％注 3 

収 益 分 配 時 所得税および地方税 注 2 普通分配金に対し… 

法人： 7％注 4 

信 託 財 産 留 保 額
解約請求受付日の 

翌営業日の基準価額の… 
0.3％ 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 
ご 換 金 

（ 解 約 ） 時 
所得税および地方税 注 2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 

償 還 時 所得税および地方税 注 2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

注 1：ここでの税とは、お申込み手数料にかかる消費税等をいいます。 

注 2：地方税は個人の受益者に対してのみとなります。 
注 3：平成 24 年以降は 20％となります。 

注 4：平成 24 年以降は 15％となります。 
 

※確定拠出年金制度に係る受益者に対しては、収益分配時、ご換金（解約）時および償還時における課税は行われません。 

 

※収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当

する部分）とがあります。 

 

※譲渡益とは、ご換金（解約）時の解約価額および償還時の償還価額から取得費（お申込み手数料およびお申込み手数料にか

かる消費税等相当額を含みます。）を控除した差益をいいます。 

 

※本文「ファンド情報 I. ファンドの状況 ６．手数料等及び税金」をあわせてご参照ください。 

 

お申込み時や収益分配時等にご負担いただく費用・税金 
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費用と税金

 
 
 
 
 

 

 

時 期 項 目        費用・税金        

信 託 報 酬 純資産総額に対し… 年率1.89％（税抜1.8％注5） 

毎 日 

フ ァンド監査費用 純資産総額に対し… 
年率0.00525％（税抜0.005％注5） 
※ただし、年42万円（税抜40万円注5）を上限とします。 

その他の費用 欄外をご参照ください。 

注 5：ここでの税とは、信託報酬およびファンド監査費用にかかる消費税等をいいます。監査費用は、監査法人との契約等により

変更になることがあります。 
 

 

※その他の費用として、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合

の費用などを信託財産でご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額

等を表示することができません。 
 

 

 

 

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 
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ファンドの特徴について

証券情報 

（１）ファンドの名称  

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。） 

愛称として「Avest-E（エーベスト・イー）」という名称を用いることがあります。 

 
（２）内国投資信託受益証券の形態等 

①追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、

受益権の帰属は、「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関

（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振

替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されること

により定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

③格付けは取得していません。 

 

（３）発行（売出）価額の総額 

2,000億円を上限とします。 

 

（４）発行（売出）価格 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されます。 

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経

済新聞朝刊に掲載されます。  

委託会社：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

ホームページアドレス 

http://www.alamco.co.jp/ 

フリーダイヤル 

０１２０－２８３１０４
フ ヤ ソ ウ ト ウ シ ン

（営業日の9:00～17:00） 
 

 

（５）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜3.0％注）を上限として販売会社が個

別に定める率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資

する場合は、申込手数料はかかりません。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい、税率は合計で5％です。）を

いいます。 

 

（６）申込単位 

申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分

配金を再投資する場合は、1口単位となります。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
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ファンドの特徴について

（７）申込期間 

平成22年6月16日から平成23年6月15日までとします。 

申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）申込取扱場所 

取得申込みを取り扱う販売会社については「（４）発行（売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わせ

ください。 

 

（９）払込期日 

取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。 

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座

を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）払込取扱場所 

取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社

については「（４）発行（売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わせください。 

 

（11）振替機関に関する事項 

振替機関は下記のとおりです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（12）その他 

①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る「分配金受取コース」と、税金

を差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり

ます（販売会社によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販

売会社により異なる場合があります。）。 
②取得申込金額には、利息はつきません。 
③日本以外の地域における発行は行っていません。 

④振替受益権について 

ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け、「(11) 振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。 

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機

関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

 



２）社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 

 

・商品分類表 

 

- 追加型投信とは： 

一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、

従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

 

- 海外とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益

が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

- 株式とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

 

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産

（収益の源泉）

株　　式

単位型 国　　内 債　　券

不動産投信

海　　外 その他資産

追加型 （　　　　）

内　　外 資産複合
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ファンドの特徴について

ファンド情報 

I. ファンドの状況 

１. ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

①ファンドの目的 

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
②ファンドの基本的性格 

１）当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式※」で行います。原則として、マザーファンド受益証券

の組入比率は高位を保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。 

 

※「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主
としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益分配金 
解約代金等 

投資 

損益 

日本を除く
世界各国の株式

(主要投資対象)

お申込み 《マザーファンド》

朝日 Nvest

バリュー型 外国株

マザーファンド

お客様 
  
(受益者)

《ベビーファンド》

朝日 Nvest

グローバル

バリュー株オープン

投資

損益
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ファンドの特徴について

・属性区分表 

 
- 投資対象資産：その他資産（投資信託証券（株式）） 

目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証券に投資する旨の記載があるもの

をいいます。 

  

- 決算頻度：年1回 

目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 

 

- 投資対象地域：グローバル(日本を除く) 

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を除きます。）を源泉とす

る旨の記載があるものをいいます。 

 

- 投資形態：ファミリーファンド 

目論見書または信託約款において、親投資信託※（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を

投資対象として投資するものをいいます。 
※マザーファンドということがあります。 

 

- 為替ヘッジ：なし 

 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 
 

（注）上記は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分類・

属性区分を反転表示しています。その他の商品分類・属性区分の詳細については、社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 

 
③信託金の限度額 

2,000億円とします。なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 
④ファンドの特色 

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資

し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と同様ですので、「＜参考＞マザーファンドの特色」をご覧

ください。 
 

 

 

決算頻度
年1回

年2回
年4回
年6回
（隔月）
年12回
（毎月）
日々
その他
（　　）

  その他資産

   資産複合

投資対象資産 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
   株式 グローバル

一般 (日本を除く)
大型株

あり

中小型株 日本
   債券 北米 ファミリーファンド

一般 欧州
公債 アジア

オセアニア ファンド・オブ・ファンズ社債

クレジット属性 アフリカ
その他債券 中南米

なし
（　　） 中近東（中東）

   不動産投信 エマージング

(投資信託証券(株式))

資産配分固定型

（　　）

資産配分変動型
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ファンドの特徴について

＜参考＞マザーファンドの特色 

マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピー（以下「ハリス・アソシエイツ社」

ということがあります。）に外貨建資産の運用指図に関する権限を委託します。 

 

①ハリス・アソシエイツ社について 

１）ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。 

２）バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫した「バリューの哲学」

に基づき運用しています。 

３）運用資産509億米ドル（平成21年12月末）  

 
 

②運用の特色 

世界の株式に投資 

日本を除く世界中の株式を対象として、企業訪問を含め企業調査を基本とした 

ボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。 

エマージング諸国も投資対象としますが、ポートフォリオの30％以内の投資制限を設けます。 

厳 選 投 資 

徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は 30～50 銘柄程度に絞り込みます。 

銘 柄 本 位 

国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより 

銘柄本位でポートフォリオを構築します。 

フルインベストメント 

原則として、現物株式の組入れは高水準を維持します。 

為 替 

対円での為替ヘッジは、原則として行いません。 

なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。 
 

 

 

 

 

バリューの哲学 
 

● 調査によって本来の価値を見極め、バリュー株を発掘する。 

● 情報を足で稼ぎ、自らの頭で考える。 

● 株主を重視しない経営者には投資しない。 

● 過度の分散投資により収益チャンスを薄めない。 

● 良い銘柄を仕込み、熟成を待つ。 

マザーファンドの資金規模、市況動向等により上記のような運用ができない場合があります。 
当ファンドは、株価変動リスク、為替変動リスクやカントリーリスク等のリスクを伴いますので、基準
価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあり
ます。 
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ファンドの特徴について

③バリュー株投資の魅力 

 

 

 

企業価値を見極め、バリュー株を追求します。 

 

④投資プロセス 

 

 

 

通常、市場においてその企業が適正に評価さ

れている場合、企業価値が上昇すれば株価も

上昇しますが、企業価値に比べて割安に放置

されている場合には、市場の株価見直しによ

り、通常より高い上昇率が期待できると考えま

す。 
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ファンドの運用について

（２）ファンドの仕組み 

①ファンドの仕組み及び関係法人 

 
②委託会社の概況 

１）資本金の額（平成22年4月末現在） 

30億円 

２）会社の沿革 

昭和60年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立 

平成11年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更 

 

３）大株主の状況（平成22年4月末現在） 

名称 住所 所有株式数 比率 
朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２－６－１ 32,000株 100.0% 

（※1) 

（※2) 

（※3) 

ファンドの運営や委託会社、受託会社および受益者の権

利義務関係等について定めており、その内容は信託約

款のとおりです。

委託会社は、当該契約により、販売会社に対して図中に

記載の販売に関する業務を委託しています。

委託会社は、当該契約により、投資顧問会社に対して当

ファンドのマザーファンドの運用のうち、外貨建資産の運

用を委託しています。

運用委託契約（※3)

収益分配金

償還金

解約代金

お申込金

募集・販売等に関する契約（※2)

信託契約（※1)

朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド

マザーファンド

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

ファンド

みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等

再信託受託会社
資産管理サービス信託銀行株式会社

受託会社

販売会社

投資家（受益者）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

委託会社

受益権の募集の取扱い、解約請求の

受付け、収益分配金、償還金、解約

代金の支払い等

受託会社より委託を受け信託事務の

一部を行います。

信託財産の運用指図、受益権の発行等

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
（外貨建資産の運用指図）

投資顧問会社
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ファンドの運用について

２. 投資方針 

（１）投資方針 

①ハリス・アソシエイツ社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を

通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および

配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 

③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通

貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。 

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されな

い場合があります。 

 
（２）投資対象 

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

※その他の投資対象については「信託約款」をご覧ください。 
 

（３）運用体制

 

パフォーマンス評価･リスク管理委員会

・パフォーマンス分析
・リスク分析
・投資行動のチェック

（17名程度）

コンプライアンス委員会

 ・法令諸規則等の遵守状況の審査

（20名程度）

 《CHECK》  《DO》

投資事業部

投資顧問会社

・当ファンドにおけるマザーファンド
  の組入比率の決定・調整
・マザーファンドの運用状況について
  のモニタリング

・マザーファンドの外貨建資産の運用

ルーミス・セイレス・アンド
・カンパニー・エル・ピー

投信運用委員会

 ・信託財産の具体的投資方針の決定

 《PLAN》

  《DO》

業務企画部

投資顧問会社

・当ファンドにおけるマザーファンド
  の組入比率の決定・調整
・マザーファンドの運用状況について
  のモニタリング

・マザーファンドの外貨建資産の運用

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー

パフォーマンス評価･リスク管理委員会

・パフォーマンス分析
・リスク分析
・投資行動のチェック

（15名程度）

コンプライアンス委員会

 ・法令諸規則等の遵守状況の審査

（20名程度）

 《CHECK》
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ファンドの運用について

ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、

責任等を定め、これに基づき業務を執行します。 

また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。 

《PLAN》 

投信運用委員会においてファンドの具体的な投資方針を決定します。 

《DO》 

業務企画部および投資顧問会社において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。 

１）業務企画部は、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率の決定・調整を行います。 

２）投資顧問会社はマザーファンドの外貨建資産の運用を行います。 

３）業務企画部は、常時マザーファンドの運用状況についてのモニタリングを行います。 

《CHECK》 

パフォーマンス評価・リスク管理委員会（15名程度）でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライ

アンス委員会（20名程度）で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバッ

クします。なお、パフォーマンス評価・リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等にて

構成されており、経営の立場から適切に管理・監督を行います。 

《その他》 

受託会社等のファンドの関係法人（販売会社を除く）の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、

管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定

期的に受領しています。 
(注)委員会および部の名称等は変更される場合があります。 

 
＜参考＞投資顧問会社の運用体制 
 
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社（ハリス・アソシエイツ社）の運用体制は以下のと

おりです。 

 

 
 
 

 
①グローバル株式運用グループが、マザーファンドのファンドマネジャーを担当します。 

②トレーディング、コンプライアンスおよび事務等については、各運用グループに共通の組織が担当します。 
(注)グループ等の名称は変更される場合があります。 

 

グローバル株式運用グループ 米国外株式運用グループ米国株式運用グループ

米国株式選定グループ 米国外株式選定グループ

グローバル株式
買入対象銘柄

米国株式調査グループ

主要ファンダメンタルズ調査

株式アナリスト - ジェネラリスト

米国外株式調査グループ

主要ファンダメンタルズ調査

株式アナリスト - ジェネラリスト

グローバル株式
大型株式

コンセントレー

テッド株式
中型株式 小型株式 米国外株式 米国外小型株式

組織支援

トレーディング コンプライアンス
約定管理及び

パフォーマンス分析

マーケティング

顧客サービス
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ファンドの運用について

（４）分配方針 

①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。 

１）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の

うち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および

売買益（評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

２）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場

合は分配を行わないこともあります。 

３）収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

②分配時期 

決算日は、毎年3月16日（休業日の場合は翌営業日）です。 

③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。 

１）分配金受取コース 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義

で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算

日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 

２）自動けいぞく投資コース 

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資

され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 

 

（５）投資制限 

①信託約款に定める投資制限 

１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。
＜信託約款「運用の基本方針」2.（3）＞ 

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。＜信託約款第 19 条第 4項＞ 

３）投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 
＜信託約款第 19 条第 5項＞ 

４）信託約款第 31 条に定める場合を除き、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

５）同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 
＜信託約款第 22 条第 1項＞ 

６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。＜信託約款第 22 条第 2項＞ 

７）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第

8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資

割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。＜信託約款第 23 条第 1項＞ 

８）国内で行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、有価証券

オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）、通貨にかかる先物

取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ

らの取引と類似の取引および通貨にかかるオプション取引、（以下「有価証券先物取引等」といいます。）

は、信託約款第25条の範囲で行います。 

９）異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引（以下「スワップ取引」といいます。）は、信託約款第 26 条の範囲で行います。 

10）金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第27条の範囲で行います。 

 
詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 
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ファンドの運用について

②法令に基づく投資制限 

１）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に

つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に

100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受

託会社に指図しないものとします。 

２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方

法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引

（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買

を含みます。）を行い、または継続することを指図しないものとします。 

 
＜参考＞マザーファンド（朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド）の概要 
※以下「２．運用方法（３）投資制限」までにおいて、「ファンド」、「信託財産」および「約款」とは、マザーファンドのそれらを

いいます。 
 

１．基本方針 

この投資信託は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、運用

を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収

益の確保を目指して運用を行います。 

②運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ社に外貨建資産についての運用指図（米

ドルを対価とする円以外の通貨に係る外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。 

③ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチに

より、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独

自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。 

④発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。 

アメリカおよびカナダの合計       25％～75％ 

上記以外の先進諸国（＊）の各国        0％～30％ 

エマージング諸国（＊＊）の各国       0％～10％ 

＊印はオーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ア

イルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン、スイス、スウェーデ

ン、イギリスとします。 

＊＊印は先進国以外の諸国とします。 

⑤エマージング諸国の株式への投資合計割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

⑥株式の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことが

あります。 

⑦外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通

貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。 

⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成され

ない場合があります。 

⑨信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。 

⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、スワップ取引を行うことができます。 
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ファンドの運用について

⑪信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

⑫信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けおよび公社債の借入れならび

に信託財産に属さない公社債の空売りを行うことができます。 

 

（３）投資制限 

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下

とします。 

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とし

ます。 

⑦同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の 10％以下とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 17 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 18 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 19 条の範囲で行います。 

 
 

詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 
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３. 投資リスク 

①リスクに関する留意点 

１）当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下

落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産につ

いては、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動により損失を被るこ

とがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、

基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

２）当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者

保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投

資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

３）信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

 
②ファンドの主なリスク 

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 

株価変動リスク   株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の景気、

経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式

の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した

場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファンドが実

質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価

は大きく下落し、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ

ります。 

 

信 用 リ ス ク   発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還

金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債

務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予

想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等

の短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあります。）、

当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、発行体の格付変

更に伴い価格が下落するリスクもあります。 

 

為替変動リスク   外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいま

す。一般に外国為替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、円

ベースの資産価格は下落します。 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを

行いませんので、日本円と日本円以外の通貨間の為替相場の変動により、

基準価額が大きく変動することがあります。 

 

カントリーリスク   一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本

規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、当ファンドの

投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金

融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。 

 

金利変動リスク 

 

  金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファン

ドの基準価額の変動要因となります。 
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流 動 性 リ ス ク  有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために
売却することができない、あるいは売り需要がないために購入すること

ができない等のリスクをいいます。そのため保有有価証券の売却を行う

場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保

有有価証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが

生じる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 

 

ファミリーファン

ド方式に起因する

に関するリスク 

 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当
ファンド以外にマザーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、

当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の

流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにお

いて組入有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に

影響を及ぼすことがあります。 

 
繰上償還リスク  当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の1または10億口を下

回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはや

むを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがありま

す。 

 
為替取引の相手先

に関するリスク 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを

行いませんが、対米ドルでは日本円以外の通貨にかかる外国為替予約取

引を行うことがあります。 

外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リ

スクが伴います。 

 
その他の留意点 

 

 

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国

における天災地変等により閉鎖されることがあります。 

 

③リスク管理体制 

１）パフォーマンス評価とリスク管理 

a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス

評価およびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によ

りデータベース化しています。  

b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主

要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計

画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めてい

ます。 

c.業務企画部へのフィードバックは、パフォーマンス評価・リスク管理委員会および投信運

用委員会を通じて行っています。 

d.業務企画部は、常時のモニタリングおよび前記c.の結果、必要に応じてマザーファンドの

外貨建資産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。 

２）運用にかかわるコンプライアンスチェック 

a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行って

おり、管理部においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。 

b.マザーファンドの外貨建資産に係る売買執行については、事後チェックを管理部が担当し、

そのチェック状況については逐次コンプライアンス室に報告を行っています。 
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c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容

の遵守状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。 

d.コンプライアンス推進の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。

コンプライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用に係るコンプライアンスの推進

に関する基本方針を立案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権

限を有しています。 

e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委

員会においては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、そ

れらについての対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。 

f.業務企画部は、常時のモニタリングおよび前記e.の結果、必要に応じてマザーファンドの

外貨建資産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。 
（注）委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。 

 
＜参考＞投資顧問会社のリスク管理体制 

 
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社（ハリス・アソシエイツ社）のリスク管理

体制は以下のとおりです。 
 
①運用担当者によるチェック 

１）運用担当者は、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行

いますが、個別銘柄の売買はすべてトレーダーを通じて執行されます。 

２）売買執行後、運用担当者はポーフォトリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触

していないかのチェックを行います。 

３）定期的に他のファンドの運用担当者がガイドラインのとおりに運用が行われているかどうか

のチェックを行います。 

②その他 

１）コンプライアンスに係る体制整備として、投資顧問会社では、法務担当責任者（ゼネラル・

カウンセル）のもとにコンプライアンス・オフィサーを配置しています。 

２）ブローカーの選定に際しては、知名度、取引実績および信用力等についての基準を設けてい

ます。 

３）投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会

社へフィードバックします。 
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４. 手続等の概要 
①お申込みについて 

お 申 込 み 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも行うことができます。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、取得申込みの受付けは行いませ

ん。取得申込受付不可日は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 

お申込み受付時間   原則として、午後 3時までとします。 

お 申 込 み 単 位   「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり、取扱いコー

スおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 

お 申 込 み 価 額   取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資については、当

該計算期間終了日の基準価額となります。 

お 申 込 み 手 数 料   取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜 3.0％注）を上限として

販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 

そ の 他   ・取得申込者は、販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込
者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口

座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 

・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付

けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。 

 

②ご換金（解約）について 

ご 換 金 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも解約請求できます。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、解約請求の受付けは行いま

せん。ご換金受付不可日は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

ご 換 金 受 付 時 間   原則として、午後 3時までとします。 

ご 解 約 単 位   販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額   解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の

0.3％）を差し引いた額（以下「解約価額」といいます。）です。 

解約価額＝基準価額－信託財産留保額（基準価額の0.3％） 

お 受 取 金 額   1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から税金を差し引いた額になります。

お受取金額＝1口当たりの解約価額×解約口数－税金 

税金については、「６．手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。 

解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から支払われます。

そ の 他   ・受益者が解約請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。その際、

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に

かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解

約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が

行われます。 

・大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付け

た解約請求の受付けを取り消すことがあります。 
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５. 管理及び運営の概要 
（１）資産の評価 

①基準価額の計算 

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除して計算します。 

基準価額は、便宜上 1万口当たりで表示されます。 

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。 

 

「朝日Nvest バリュー型 外国株マザ

ーファンド」受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。 

なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の

仲値によるものとします。 

 

②基準価額の計算頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせ

いただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 
（２）保管 

該当事項はありません。 

 

（３）信託期間 

信託期間は無期限です。 
※「（５）その他 ①信託の終了（償還）」の規定により信託を終了させる場合があります。 

 
（４）計算期間 

原則として、毎年3月17日から翌年3月16日までとします。 

各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日よ

り次の計算期間が開始されるものとします。 

 
（５）その他 

①信託の終了（償還） 
１）委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1または10億口を下回

ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載

した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか

かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を

超えるときは、１）の信託契約の解約をしません。 

５）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 
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６）３）から５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であ

って、３）の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適

用しません。 

７）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

８）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する

委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の

変更４）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

９）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新た

な受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

②信託約款の変更 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす

る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られた

る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を

超えるときは、１）の信託約款の変更をしません。 

５）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、１）から５） まで

の規定にしたがいます。 

 

③反対者の買取請求 

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者は、受託

会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

 

④公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑤運用報告書の作成および交付 
委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況などを記載した運

用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。 

 
⑥受益者の権利等 
受益者の有する主な権利は以下のとおりです。 

・収益分配金に対する請求権 

・償還金に対する請求権 

・換金（解約）請求権 

・帳簿閲覧権 
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６. 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜3.0％注）を上限として販売会社が個

別に定める率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資

する場合は、申込手数料はかかりません。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 
 
（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 
（３）信託報酬等 

信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.89％（税抜1.8％注）の率を乗じて得た額とし、

信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期

末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 
注：ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。以下の配分においても同じです。 

 

信託報酬の配分は次のとおりです。 

純資産総額 委託会社※ 販売会社 受託会社 

100億円以下の部分 
1.155％ 

（税抜1.10％） 

0.63％ 

（税抜0.60％） 

0.105％ 

（税抜0.10％） 

100億円超 

200億円以下の部分 

1.05％ 

（税抜1.00％） 

0.735％ 

（税抜0.70％） 

0.105％ 

（税抜0.10％） 

200億円超の部分 
0.9975％ 

（税抜0.95％） 

0.7875％ 

（税抜0.75％） 

0.105％ 

（税抜0.10％） 

※委託会社の報酬には、ハリス・アソシエイツ社への「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」の運用指図権

限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンド受益

証券の時価総額に対し、年0.6％の率を乗じて得た額とします。 

 
（４）その他の手数料等 

①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価

額に0.3％の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。 

詳しくは、「４．手続等の概要 ②ご換金（解約）について」をご覧ください。 
※マザーファンドの信託財産留保額 

解約時：マザーファンドの基準価額の0.3％ 

 

②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会

社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用は、毎日、純

資産総額に対し、年0.00525％（税抜0.005％注）の率を乗じて得た額とします。ただし、年42万円（税抜40

万円注）を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 
注：ここでの税とは、監査費用にかかる消費税等をいいます。 

 

③ファンドの組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡

取引・為替先渡取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用、公社債の借入れに係る費用、借入

金の利息ならびに外国為替予約取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費

用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 
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（５）課税上の取扱い 

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い※となります。 
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 

①個別元本について 

１）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含

まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の

販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。 

また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金

受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算さ

れる場合があります。 

３）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

②収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）とがあります。 

 

１）普通分配金 

＜イメージ図＞ 

 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本と同額または当該受益者の個

別元本を上回っている場合には、当該収益

分配金の全額が普通分配金となります。 
 

  

２）特別分配金 

＜イメージ図＞ 

 
 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、そ

の下回る部分の額が特別分配金となり、当

該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。なお、受益

者が特別分配金を受け取った場合、収益分

配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者

の個別元本となります。 
 

 

 

※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。 

※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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③個人、法人別の課税の取扱いについて 

１）個人の受益者に対する課税 

ａ.収益分配金に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所

得として、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所

得税15％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。 

なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。 

ｂ.ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時の解約価額注および償還時の償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかか

る消費税等相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡益）は、譲渡所得として課税対象となり、

申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。 

その税率は、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）です。 
注：解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。 

ｃ.損益通算について 

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上

場株式等の配当等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の

上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。 

 ２）法人の受益者に対する課税 

ａ.収益分配金に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、7％（所

得税）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。 

    なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

ｂ.ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税）の税率で源泉徴収されます。地

方税の徴収はありません。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

ｃ.益金不算入制度は適用されません。 

 

④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い 

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金（解約）時およ

び償還時における課税は行われません。 

 

 

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 
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７. 運用状況 
（１）投資状況 

平成22年4月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。 

資 産 の 種 類 
投資国 

または地域 

時 価 合 計 

（円） 

投資比率 

(％)

親投資信託受益証券(朝日Nvest バリュー型 外国株マザー

ファンド受益証券) 
日本 23,669,332,592 97.58

コール・ローン、その他（負債控除後） 586,746,477 2.42

合 計（純資産総額） 24,256,079,069 100.00

(注1）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 

(注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 
＜参考＞マザーファンドの投資状況 
平成22年4月30日現在における「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」の資産別および地域別の投

資状況は次のとおりです。 

資産の種類 投資国または地域 時 価 合 計（円） 投資比率(％) 

ア メ リ カ 17,451,014,777 45.46 

ス イ ス 7,200,682,617 18.76 

ド イ ツ 5,798,884,802 15.11 

フ ラ ン ス 2,523,369,494 6.57 

オ ー ス ト ラ リ ア 1,155,635,294 3.01 

イ ギ リ ス 1,085,659,316 2.83 

イ タ リ ア 945,145,520 2.46 

ス ウ ェ ー デ ン 900,838,738 2.35 

株 式 

メ キ シ コ 663,188,420 1.73 

コール・ローン、その他（負債控除後） 659,175,673 1.72 

合 計（純資産総額） 38,383,594,651 100.00 

(注1）平成22年4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。 

(注2）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 

(注3）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
 
（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

１）主要銘柄の明細（平成22年4月30日現在） 

 種 類 銘 柄 
国／ 
地域 
業

種 
数 量 簿価

単価
簿 価 金 額 評価 

単価 
評 価 金 額 投資

比率

     口 円 円 円 円 ％

1 
親投資信託 

受益証券 

朝日Nvest バリュー型 

外国株マザーファンド 
日本 - 7,701,852,334 27,819 21,425,783,008 30,732 23,669,332,592 97.58

(注1）投資銘柄は上記の1銘柄です。 

(注2）投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

(注3）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

２）種類別投資比率（平成22年4月30日現在） 

国内／外国 種 類 投資比率(％)

国 内 親投資信託受益証券 97.58 

合 計 97.58 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 
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③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

＜参考＞マザーファンドの投資資産 

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド 

①投資有価証券の主要銘柄 

１）主要銘柄の明細（評価金額上位30銘柄） 

 平成 22 年 4月 30 日現在

評価単価 銘 柄 名 

種類      国／地域
通貨 数 量 簿価単価 

簿価金額 評価金額 
投資

比率

   

業 種 

 
(株) （円） (円) (％)

1 SNAP-ON INC 米ドル 資本財 424,000 4,061 4,660 5.15

 株式 アメリカ   1,721,864,805 1,975,936,587

2 JULIUS BAER GROUP LTD スイス 各種金融 554,600 3,169 3,262 4.71

 株式 スイス フラン  1,757,641,425 1,809,138,586

3 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 米ドル ヘルスケア機器・サービス 230,900 7,024 7,415 4.46

 株式 アメリカ   1,621,889,373 1,712,247,747

4 ORACLE CORP 米ドル ソフトウェア・サービス 691,000 2,378 2,443 4.40

 株式 アメリカ   1,643,259,913 1,688,761,572

5 T.F.1 -TELEVISION FRANCAISE ユーロ メディア 912,900 1,493 1,718 4.09

 株式 フランス   1,363,653,504 1,568,769,718

6 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG スイス 各種金融 330,900 4,555 4,412 3.80

 株式 スイス フラン  1,507,563,855 1,460,183,276

7 DAIMLER AG-REG ユーロ 自動車・自動車部品 296,600 4,148 4,829 3.73

 株式 ドイツ   1,230,569,197 1,432,341,194

8 INTEL CORP 米ドル 半導体・半導体製造装置 620,000 1,992 2,209 3.57

 株式 アメリカ   1,235,289,612 1,370,016,666

9 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A スイス 耐久消費財・アパレル 383,700 3,517 3,494 3.49

 株式 スイス フラン  1,349,730,367 1,340,889,761

10 UNION PACIFIC CORP 米ドル 運輸 180,000 6,858 7,304 3.43

 株式 アメリカ   1,234,555,866 1,314,816,390

11 SAP AG ユーロ ソフトウェア・サービス 289,200 4,162 4,479 3.37

 株式 ドイツ   1,203,827,159 1,295,446,181

12 UBS AG-REG スイス 各種金融 861,700 1,419 1,476 3.32

 株式 スイス フラン  1,223,373,413 1,272,727,108

13 MLP AG ユーロ 各種金融 1,323,700 880 917 3.16

 株式 ドイツ   1,165,118,198 1,214,385,677

14 TYCO ELECTRONICS LTD 米ドル テクノロジー・ 391,700 2,495 3,039 3.10

 株式 アメリカ  ハードウェアおよび機器 977,556,720 1,190,533,645

15 PRIMARY HEALTH CARE LTD オーストラリア ヘルスケア機器・サービス 3,183,200 384 363 3.01

 株式 オーストラリア ドル  1,225,120,691 1,155,635,294

16 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門サービス 200,200 4,950 5,588 2.91

 株式 スイス フラン  991,149,959 1,118,844,126

17 COVIDIEN PLC 米ドル ヘルスケア機器・サービス 244,300 4,755 4,537 2.89

 株式 アメリカ   1,161,704,765 1,108,617,960

18 DIAGEO PLC 英ポンド 食品・飲料・タバコ 665,000 1,586 1,632 2.83

 株式 イギリス   1,055,579,652 1,085,659,316

19 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 米ドル メディア 705,400 1,279 1,522 2.80

 株式 アメリカ   902,454,900 1,073,655,904

20 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ユーロ 自動車・自動車部品 220,500 4,063 4,577 2.63

 株式 ドイツ   895,897,497 1,009,394,316

21 NEOPOST SA ユーロ テクノロジー・ 130,000 7,189 7,343 2.49

 株式 フランス  ハードウェアおよび機器 934,695,424 954,599,776
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22 BULGARI ユーロ 耐久消費財・アパレル 1,210,000 780 781 2.46

 株式 イタリア   944,392,416 945,145,520  

23 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 米ドル 素材 191,700 4,232 4,826 2.41

 株式 アメリカ   811,314,522 925,284,466  

24 DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 米ドル メディア 300,500 2,695 3,028 2.37

 株式 アメリカ   809,879,202 909,948,046  

25 APACHE CORP 米ドル エネルギー 93,900 9,813 9,681 2.37

 株式 アメリカ   921,476,607 909,110,165  

26 ASSA ABLOY AB-B スウェーデン 資本財 423,700 1,861 2,126 2.35

 株式 スウェーデン クローナ  788,646,368 900,838,738  

27 SARA LEE CORP 米ドル 食品・飲料・タバコ 653,400 1,309 1,341 2.28

 株式 アメリカ   855,619,321 876,495,719  

28 RHEINMETALL AG ユーロ 資本財 130,700 6,093 6,482 2.21

 株式 ドイツ   796,393,787 847,317,434  

29 APPLIED MATERIALS 米ドル 半導体・半導体製造装置 603,200 1,174 1,338 2.10

 株式 アメリカ   708,887,060 807,453,231  

30 EQUIFAX INC 米ドル 商業・専門サービス 250,800 3,174 3,154 2.06

 株式 アメリカ   796,255,515 791,065,108  

（注1）平成22年4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。 

（注2）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注3）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 

２）業種別投資比率 
       

      平成22年4月30日現在

国内／外国 業 種 投 資 比 率(％) 

各 種 金 融 15.00

資 本 財 11.16

ヘ ル ス ケ ア 機 器 ・ サ ー ビ ス 10.36

メ デ ィ ア 9.88

ソ フ ト ウ ェ ア ・ サ ー ビ ス 7.77

食 品 ・ 飲 料 ・ タ バ コ 6.84

自 動 車 ・ 自 動 車 部 品 6.36

耐 久 消 費 財 ・ ア パ レ ル 5.96

半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置 5.67

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.59

商 業 ・ 専 門 サ ー ビ ス 4.98

運 輸 3.43

素 材 2.93

外 国 

エ ネ ル ギ ー 2.37

合 計 98.28

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率をいいます。 

(注2)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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（３）運用実績 

①純資産の推移 

 純 資 産 総 額（円） 基 準 価 額（円） 

（ 分 配 付 ） 6,904,992,228 （ 分 配 付 ） 13,713 第 1 計算期間末 

(平成 13 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 6,158,212,866 （ 分 配 落 ） 12,213 

（ 分 配 付 ） 9,149,090,197 （ 分 配 付 ） 15,358 第 2 計算期間末 

(平成 14 年 3 月 18 日) （ 分 配 落 ） 8,265,282,829 （ 分 配 落 ） 13,858 

（ 分 配 付 ） 6,734,887,019 （ 分 配 付 ） 10,073 第 3 計算期間末 

(平成 15 年 3 月 17 日) （ 分 配 落 ） 6,734,887,019 （ 分 配 落 ） 10,073 

（ 分 配 付 ） 10,606,074,355 （ 分 配 付 ） 16,233 第 4 計算期間末 

(平成 16 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 8,655,185,792 （ 分 配 落 ） 13,233 

（ 分 配 付 ） 12,548,910,533 （ 分 配 付 ） 14,870 第 5 計算期間末 

(平成 17 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 10,877,298,884 （ 分 配 落 ） 12,870 

（ 分 配 付 ） 20,610,941,980 （ 分 配 付 ） 16,455 第 6 計算期間末 

(平成 18 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 17,504,613,143 （ 分 配 落 ） 13,955 

（ 分 配 付 ） 34,117,395,301 （ 分 配 付 ） 16,388 第 7 計算期間末 

(平成 19 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 28,951,733,939 （ 分 配 落 ） 13,888 

（ 分 配 付 ） 32,449,105,001 （ 分 配 付 ） 10,637 第 8 計算期間末 

(平成 20 年 3 月 17 日) （ 分 配 落 ） 31,533,911,427 （ 分 配 落 ） 10,337 

（ 分 配 付 ） 18,243,546,877 （ 分 配 付 ） 5,583 第 9 計算期間末 

(平成 21 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 18,243,546,877 （ 分 配 落 ） 5,583 

（ 分 配 付 ） 24,733,774,318 （ 分 配 付 ） 9,043 第 10 計算期間末 

(平成 22 年 3 月 16 日) （ 分 配 落 ） 23,913,251,464 （ 分 配 落 ） 8,743 

平成 21 年 4月末  23,161,174,615  6,991 

5 月末  24,046,167,895  7,317 

6 月末  24,507,261,190  7,422 

7 月末  26,597,736,159  8,068 

8 月末  27,914,357,970  8,406 

9 月末  28,216,079,295  8,479 

10 月末  28,575,362,588  8,594 

11 月末  27,991,193,402  8,403 

12 月末  30,466,338,877  9,135 

平成 22 年 1月末  28,773,087,451  8,590 

2 月末  23,061,097,790  8,440 

3 月末  26,159,537,622  9,273 

平成 22 年 4月 30 日  24,256,079,069  9,618 
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②分配の推移 

 1 万口当たりの分配額（円） 

第 1 計算期間末 平成 13 年 3 月 16 日 1,500 

第 2 計算期間末 平成 14 年 3 月 18 日 1,500 

第 3 計算期間末 平成 15 年 3 月 17 日 0 

第 4 計算期間末 平成 16 年 3 月 16 日 3,000 

第 5 計算期間末 平成 17 年 3 月 16 日 2,000 

第 6 計算期間末 平成 18 年 3 月 16 日 2,500 

第 7 計算期間末 平成 19 年 3 月 16 日 2,500 

第 8 計算期間末 平成 20 年 3 月 17 日 300 

第 9 計算期間末 平成 21 年 3 月 16 日 0 

第 10 計算期間末 平成 22 年 3 月 16 日 300 

 

③収益率の推移 

期 間 収 益 率（％） 

自 平成 12 年 3 月 24 日 
第 1 計算期間 

至 平成 13 年 3 月 16 日 
37.13 

自 平成 13 年 3 月 17 日 
第 2 計算期間 

至 平成 14 年 3 月 18 日 
25.75 

自 平成 14 年 3 月 19 日 
第 3 計算期間 

至 平成 15 年 3 月 17 日 
△27.31 

自 平成 15 年 3 月 18 日 
第 4 計算期間 

至 平成 16 年 3 月 16 日 
61.15 

自 平成 16 年 3 月 17 日 
第 5 計算期間 

至 平成 17 年 3 月 16 日 
12.37 

自 平成 17 年 3 月 17 日 
第 6 計算期間 

至 平成 18 年 3 月 16 日 
27.86 

自 平成 18 年 3 月 17 日 
第 7 計算期間 

至 平成 19 年 3 月 16 日 
17.43 

自 平成 19 年 3 月 17 日 
第 8 計算期間 

至 平成 20 年 3 月 17 日 
△23.41 

自 平成 20 年 3 月 18 日 
第 9 計算期間 

至 平成 21 年 3 月 16 日 
△45.99 

自 平成 21 年 3 月 17 日 
第 10 計算期間 

至 平成 22 年 3 月 16 日 
61.97 

(注）収益率は、計算期間末日の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額（分配

落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して計算し、小数点第3位を

四捨五入しています。なお、第1計算期間については、前期末基準価額を10,000円として計算しています。 
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II. 財務ハイライト情報 

以下の情報は、請求目論見書の「ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から

抜粋して記載したものです。 

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けています。当該監査法人によ

る監査報告書は、請求目論見書の「ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」

に添付されています。 

 
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 

 

１. 貸借対照表 

（単位：円）

    
第9期 

(平成21年 3月16日現在) 
第10期 

(平成22年 3月16日現在) 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 619,133,032 1,209,737,150

  親投資信託受益証券 17,838,049,143 23,803,136,212

  未収利息 1,017 1,988

  流動資産合計 18,457,183,192 25,012,875,350

 資産合計 18,457,183,192 25,012,875,350

負債の部   

 流動負債   

  未払収益分配金 － 820,522,854

  未払解約金 10,903,435 17,150,361

  未払受託者報酬 11,231,739 14,552,816

  未払委託者報酬 190,939,613 247,397,855

  その他未払費用 561,528 －

  流動負債合計 213,636,315 1,099,623,886

 負債合計 213,636,315 1,099,623,886

純資産の部   

 元本等   

  元本 32,675,643,695 27,350,761,802

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △14,432,096,818 △3,437,510,338

   （分配準備積立金） 179,353,413 －

  元本等合計 18,243,546,877 23,913,251,464

 純資産合計 18,243,546,877 23,913,251,464

負債純資産合計 18,457,183,192 25,012,875,350
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２. 損益及び剰余金計算書 

（単位：円）

  
第9期 

自平成20年 3月18日 
至平成21年 3月16日 

第10期 
自平成21年 3月17日 
至平成22年 3月16日 

営業収益   

 受取利息 1,816,636 380,045

 有価証券売買等損益 △14,601,726,243 11,765,087,069

 その他収益 1,222,077 －

 営業収益合計 △14,598,687,530 11,765,467,114

営業費用   

 受託者報酬 30,284,816 27,393,565

 委託者報酬 514,841,975 465,690,516

 その他費用 1,514,119 420,000

 営業費用合計 546,640,910 493,504,081

営業利益 △15,145,328,440 11,271,963,033

経常利益 △15,145,328,440 11,271,963,033

当期純利益 △15,145,328,440 11,271,963,033

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △398,642,357 2,595,138,893

期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,027,448,863 △14,432,096,818

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 3,990,372,452

 
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 

－ 3,990,372,452

剰余金減少額又は欠損金増加額 712,859,598 852,087,258

 
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 

149,420,739 －

 
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 

563,438,859 852,087,258

分配金 － 820,522,854

期末剰余金又は期末欠損金（△） △14,432,096,818 △3,437,510,338

    

 

 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第９期 

自 平成20年３月18日 

至 平成21年３月16日 

第10期 

自 平成21年３月17日 

至 平成22年３月16日 

親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

 移動平均法に基づき、基準価額によ

り評価しております。 

 同左 

   

２．収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益 有価証券売買等損益 

  約定日基準で計上しております。  同左 
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その他

IV. ファンドの詳細情報の項目 

請求目論見書「ファンドの詳細情報」に記載している項目の一覧は次のとおりです。 

 
ファンドの詳細情報 

第１  ファンドの沿革 

第２  手続等   

１  申込（販売）手続等 

２  換金（解約）手続等 

第３  管理及び運営  

１  資産管理等の概要  

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２  受益者の権利等 

第４  ファンドの経理状況 

１  財務諸表  

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２  ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５  設定及び解約の実績 

 

上記の内容は金融庁のＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム（ファンドコード：G01291））および委託会社のホームページ

でご覧いただけます。 
 

 



朝日Nvestグローバル バリュー株オープン 信託約款 

 

 - 1 - 

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 

運用の基本方針 

 

約款第 20 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

２．運用方法 

（１）投資対象 

朝日 Nvest バリュー型 外国株マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要

投資対象とします。 

（２）投資態度 

①ハリス･アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資

を通して、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等

収益の確保を目指して運用を行います。 

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合

があります。 

④信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、国内で行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取

引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこ

れらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以

下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

⑥外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る

外国為替予約取引を行うことがあります。 

⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

⑧信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付および公社債の借入れならびに信託財産

に属さない公社債の空売りを行うことができます。 

⑨信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金等の支払資金に不足額

が生じるときは、資金借入れを行うことができます。 

（３）投資制限 

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とし

ます。 

③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社

債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして

いるもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 25 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 26 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 27 条の範囲で行います。 

３．収益分配方針 

毎決算時（3月 16 日、ただし、休業日の場合には翌営業日）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 

①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財

産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、

みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わ

ないこともあります。 

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

朝日 Nvestグローバル バリュー株オープン 

約款 

 
（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、朝日ライフ アセ

ットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行

株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に

関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）の適

用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づく信託事

務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託

契約を締結し、これを委託することができます。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第 2 条 委託者は、金 5,153,827,397 円を受益者のために利

殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度とし

て信託金を追加することができるものとします。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更する

ことができます。 

（信託期間） 

第 3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 54 条第 8

項、第 55 条第 1 項、第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項およ

び第59条第2項の規定による信託終了の日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 4 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金

融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める

公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者

は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6条の規

定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第 6 条 委託者は、第 2 条第 1 項の規定による受益権につい

ては 5,153,827,397 口に、追加信託によって生じた受益権

については、これを追加信託のつど第 7条第 1項の追加口

数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関

する法律（以下「社振法」といいます。）の定めるところ

にしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも

のとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準

価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とし

ます。ただし、この信託契約締結日以降、平成 12 年 3 月

30 日までの取得申込に係る追加信託金は、追加信託を行

う日の前営業日の基準価額から、第 54 条第 4 項に規定す

る一部解約の価額における既発生収益に対する所得税お

よび地方税に相当する金額として、別に定める額（以下「特

別控除額」といいます。）を控除した額に、当該追加信託

に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券および第 30 条に規定する借入

有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協

会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま

す。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいい

ます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることに

より差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 9条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社振

法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託さ

れる受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の

受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社

振法第 2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機

関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機

関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振

替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替

口座簿に記載または記録されることにより定まります（以

下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる

受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法

の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または

当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振

替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない

事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を

発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受

益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 6条の規定により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす

るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも

のとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知

があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行います。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入

簿に記載または記録を申請することができるものとし、原

則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受

益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれ

たもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日

が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を受益

者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載また

は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない

受益証券に係る受益権については、信託期間中において委

託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとしま

す。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受

益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末

日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、

当該記載または記録により振替受益権となります。また、

委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入

簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指

定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28

条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をい

います。以下同じ。）および登録金融機関（委託者の指定

する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機
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関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任す

ることができます。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については

追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ

当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位、価額および手数料） 

第 11 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、

第 6条第 1項の規定により分割される受益権を、その取得

申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融

機関がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって

取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定

める自動けいぞく投資約款にしたがって契約（以下「別に

定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対して

は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることがで

きるものとします。 

② 前項の取得申込者は、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のため

に開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替

機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取

得申込の代金（第 4項の受益権の価額に当該取得申込の口

数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1項の取得申込日がニュー

ヨーク証券取引所の休場日の場合には、受益権の取得申込

みの受付けは行いません。 

④ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の

基準価額に、第 5項に規定する手数料および当該手数料に

係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま

す。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、

この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、

1口につき 1円に、第 5項に規定する手数料および当該手

数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とし

ます。また、この信託契約締結日以降、平成 12 年 3 月 30

日までの取得申込に係る受益権の価額は、取得申込日の翌

営業日の基準価額から特別控除額を控除した額（以下「販

売基準価額」といいます。）に、第 5 項に規定する手数料

および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算

した価額とします。 

⑤ 前項の手数料の額は、取得申込日の翌営業日の基準価額

（信託契約締結日前の取得申込については 1 口につき 1 円

とし、信託契約締結日以降平成 12 年 3 月 30 日までの取得

申込については取得申込日の翌営業日の販売基準価額と

します。）に、3％を上限とし、委託者の指定する証券会社

および登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料率を乗

じて得た額とします。 

⑥ 前 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 50 条第 2 項の規

定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価

額は、第 44 条に規定する各計算期間終了日の基準価額と

します。 

第 12 条  

(削除） 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請を

するものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲

渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲

受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振

替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前

項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合

には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当

該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規

定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加

の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の

譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振

替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設

した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と

認めるときまたはやむをえない事情があると判断したと

きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への

記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対

抗することができません。 

第 15 条  

(削除） 

第 16 条  

(削除） 

第 17 条  

(削除） 

第 18 条  

(削除） 

（運用の指図範囲等） 

第 19 条 委託者は、信託金を、主として朝日ライフ アセッ

トマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株

式会社を受託者として締結された朝日 Nvest バリュー型 

外国株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第

2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１.株券または新株引受権証書 

２.国債証券 

３.地方債証券 

４.特別の法律により法人の発行する債券 

５.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新

株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」

といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金

融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいい

ます。） 

７.特別の法律により設立された法人の発行する出資証

券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるもの

をいいます。） 

８.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引

法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいます。） 

９.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券

または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取

引法第 2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。） 

10.コマーシャル・ペーパー 

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引

受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権

証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前

各号の証券または証書の性質を有するもの 

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取

引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもので、主として
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有価証券に投資を行うものをいいます。） 

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券

（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを

いいます。） 

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第

1項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引

法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証

券に係るものに限ります。） 

17.預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定

めるものをいいます。） 

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1

項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限

ります。） 

20.抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定

めるものをいいます。） 

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第

1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表

示されるべきもの 

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有

するもの 

なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号および第 17 号

の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号

までの証券ならびに第 12 号および第 17 号の証券または

証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有する

ものを以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲

げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

１.預金 

２.指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号

に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３.コール・ローン 

４.手形割引市場において売買される手形 

５.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第

2項第 1号で定めるもの 

６.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有する

もの 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、

投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認め

るときには、委託者は、信託金を、前項第 1号から第 6号

までに掲げる金融商品により運用することを指図するこ

とができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証

券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの

信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えるこ

ととなる投資の指図を行いません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資

の指図を行いません。 

⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産

の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（運用の基本方針） 

第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定め

る運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第 21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権

証券および新株予約権証券は、証券取引所（金融商品取引

法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商

品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市

場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買ま

たは金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第

5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを

「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている

株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場

において取引されている株式の発行会社の発行するもの

とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取

得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい

ては、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、

新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお

いて上場または登録されることが確認できるものについ

ては、委託者が投資することを指図することができるもの

とします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘

柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10

を超えることとなる投資の指図を行いません。 

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えること

となる投資の指図を行いません。 

③ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産

の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第 23 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘

柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時

価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘

柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることと

なる投資の指図を行いません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財

産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザ

ーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の指図範囲） 

第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信用取引により株券を売付けることの指図を行うことが

できます。なお、当該売付けの決済については、株券の引

渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで

きるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発

行会社の発行する株券について行うことができるものと

し、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないもの

とします。 
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１.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利

行使により取得する株券 

２.株式分割により取得する株券 

３.有償増資により取得する株券 

４.売出しにより取得する株券 

５.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予

約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限

ります。）の行使により取得可能な株券 

６.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権

付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予

約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により

取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取

引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条

第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数

等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲

げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金

融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいい

ます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類

似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、

選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以

下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならび

に為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ

る通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通

貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならび

に価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ

る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外

国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第 26 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に

資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス

クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う

ことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、

原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとし

ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるい

は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第 27 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に

資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス

クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当

該取引の決済日が、原則として第 3条に定める信託期間を

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間

内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり

ません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利

等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあた

り担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範

囲内で貸付の指図を行うことができます。 

１.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

２.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約

を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債

を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該

売付の決済については、公社債（信託財産により借入れた

公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ

との指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額

が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる

公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えること

となった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相

当する売付の一部を決済するための指図を行うものとし

ます。 

（公社債の借入れ） 

第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該

公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認め

たときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信

託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかか

る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を

行うものとします。 

④ 第 1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁し

ます。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 31 条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいま

す。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等

により特に必要と認められる場合には、制約されることが

あります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第 32 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の範囲は、信託財産に係る為替の買予約の

合計額とマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約

の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合

計額と、信託財産に係る為替の売予約の合計額とマザーフ

ァンドの信託財産に係る為替の売予約の合計額のうち信
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託財産に属するとみなした額との総合計額との差額につ

き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないもの

とします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（外国通

貨表示の有価証券、預金その他資産をいいます。以下同

じ。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買

予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、

マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の合計額

にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信

託財産に係る為替の売予約の合計額のうち信託財産に属

するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る

為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純

資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

④ 第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は

所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部

を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす

るものとします。 

（外貨建資産の円換算額および予約為替の評価） 

第 33 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則とし

て、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。 

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国に

おける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものと

します。 

（保管業務の委任） 

第 34 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する

資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な

能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 

（有価証券の保管） 

第 35 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に

基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 

（混蔵寄託） 

第 36 条 金融機関または証券会社（金融商品取引法第 28 条

第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および

外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する

者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金

および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取

引により取得した外国において発行された譲渡性預金証

書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または

証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関

または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

第 37 条  

（削除） 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第38条 信託の登記または登録をすることができる信託財産

については、信託の登記または登録をすることとします。

ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を

留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者

または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または

登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができ

る信託財産については、信託財産に属する旨の記載または

記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により

分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める

場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理

することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別するこ

とができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法

により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 39 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益

証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産

に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 40 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却

代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価

証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金

を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第 41 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の

安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て

（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資

金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係

る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入

れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をする

ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の

運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益

者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価

証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の

解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の

入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約

代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益

分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借

入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第 42 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じ

た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 43 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、

新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があ

るときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分

配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりう

るものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委

託者との間の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第 44 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 17 日から翌年 3

月 16 日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終

了日に該当する日（以下本項において「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌

営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの

とします。ただし、第 1計算期間は平成 12 年 3 月 24 日か

ら平成 13 年 3 月 16 日までとし、最終計算期間の終了日は

第 3条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第 45 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産
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に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に

関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第 46 条 信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用

（消費税等に相当する金額を含みます。）および信託事務

の処理に要する諸費用ならびに受託者が立替えた立替金

の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担

とし、信託財産中から支弁します。 

② 前項に規定する信託財産に係る監査費用は、第 47 条第 2

項に規定する信託報酬支弁のときに、当該監査費用に係る

消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁し

ます。 

（信託報酬等の総額） 

第 47 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 44 条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額

に年 10,000 分の 180 の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月の終了日

（当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を 6 ヵ月終

了日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき

信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間

の配分は別に定めます。 

③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託

報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

④ 委託者は、第 19 条第 1 項に規定するマザーファンドの運

用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、

第 1項に基づいて委託者が受ける報酬から、第 2項に規定

する信託報酬支弁の日から当該日の属する月の最終営業

日までの間に、別に定める方法により支払うものとし、そ

の報酬額は当該計算期間を通じて毎日、信託財産に属する

マザーファンドの受益証券の時価総額に年10,000分の 60

の率を乗じて得た金額とします。 

（収益の分配方式） 

第 48 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次

の方法により処理します。 

１.信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有

価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から

支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマ

ザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち

信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等

収益」といいます。）との合計額から諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金

額を控除した後、その残金を受益者に分配することが

できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ

の一部を分配準備積立金として積立てることができ

ます。 

２.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配

当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報

酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損

金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし

た後、受益者に分配することができます。なお、次期

以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立

てることができます。 

② 前項第 1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファン

ドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの

信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー

ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期

に繰越します。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第 49 条 追加信託金または信託の一部解約金（第 54 条第 4

項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額。

以下「一部解約金」といいます。）は、当該金額の計算の

基準となった信託財産の純資産総額（追加信託金の場合に

あっては、特別控除額を控除した残額とし、一部解約金の

場合にあっては信託財産留保額を控除した残額としま

す。）のうちに占める次の各号の額（追加信託金の場合に

あっては、特別控除額を控除した残額とし、一部解約金の

場合にあっては信託財産留保額を控除した残額としま

す。）の割合に基づいて、それぞれの相当額に分ち、追加

信託にあっては追加信託金の次の各号のうち、2、3、5、6

の各号に相当する額を売買損益相当収益調整金、1、4、7

の各号に相当する額をその他収益調整金、8号に相当する

額を元本として、追加時における信託金のそれぞれの額に

加算し、信託契約の一部解約にあっては、次の各号に相当

する額を一部解約時における信託金のそれぞれの額から

控除します。 

１.配当等収益から諸経費、信託報酬および当該信託報酬

に係る消費税等に相当する金額を控除した額 

２.売買益（評価損益を除きます。）から諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金

額を控除した額または売買損（評価損益を除きます。）

の額 

３.評価損益の額 

４.分配準備積立金の額 

５.繰越欠損金の額 

６.売買損益相当収益調整金の額 

７.その他収益調整金の額 

８.元本の額 

② 収益調整金は、毎計算期末において、分配にあてることが

できます。ただし、欠損のある場合には、当該金額に相当

する売買損益相当収益調整金を当該科目に留保します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 50 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1ヵ月以内の委

託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部

解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定され

た受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する

証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降におい

ても、第 53 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収

益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該

収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益

分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の

指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、

毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この

場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、

遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込

みに応じます。当該取得申込みにより増加した受益権は、

第 9条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益

権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了

日後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
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いる受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日

以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委

託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記

載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、

その口座が開設されている振替機関等に対して委託者が

この信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口

数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券

を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き

換えに当該受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、第 54 条第 1 項の受益者の請求を受付けた

日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者

に支払います。 

⑤ 前各項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関の営業所等において行うものと

します。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金

は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに

関する受託者の免責） 

第 51 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計

算期間終了日の翌営業日までに、償還金については前条第

3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については

前条第 4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の

指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等

に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

第 52 条  

（削除） 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 53 条 受益者が、収益分配金については第 50 条第 1 項に

規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない

とき、ならびに信託終了による償還金について第 50 条第

3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求

しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた

金銭は、委託者に帰属します。 

（信託の一部解約） 

第 54 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に

委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞ

れ委託者の承認を得て定める単位をもって一部解約の実

行を請求することができます。ただし、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関のうち、別に定める契約に係

る受益権については 1 口の整数倍をもって一部解約の実

行を請求することができます。 

② 前項の規定にかかわらず、一部解約の申込日がニューヨー

ク証券取引所の休場日の場合には、当該申込みはできない

ものとします。 

③ 委託者は、第 1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合

には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1項の

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設さ

れている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ

の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当

該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を

行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ

ます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営

業日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得

た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 

⑤ 受益者が平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に

係る一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもっ

て行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に

一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の

実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請

求については、振替受益権となることが確実な受益証券を

もって行うものとします。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引

の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1項によ

る一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および

すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消

すことができます。 

⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された

場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ

の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益

権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最

初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け

たものとして、第 4項の規定に準じて計算された価額とし

ます。 

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の

口数が当初設定受益権口数の10分の1または10億口を下

回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信

託契約を解約し、信託を終了することができるものとし、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

この場合、第 55 条第 2 項から第 6 項までの規定を準用す

るものとします。 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第54条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または

記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部

解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支

払い等については、この約款によるほか、民法その他の法

令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第 55 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解

約することが受益者のため有利であると認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよう

とする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信

託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記し

ます。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受

益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、

解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事

項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したとき
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は、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3項

の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交

付を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 56 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約または

信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させ、または信託約款を

変更します。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更

しようとするときは、第 60 条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 57 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、

解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関す

る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと

を命じたときは、この信託は、第 60 条第 4 項に該当する

場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい

て存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 58 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあ

り、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡するこ

とがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させるこ

とがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継

させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 59 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任す

ることができます。受託者がその任務に背いた場合、その

他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁

判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が

辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委

託者は、第 60 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信

託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第 60 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときま

たはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託約款を変更することができるものとし、あ

らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁

に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なもの

について、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内

容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信

託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記し

ます。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受

益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第 1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、

変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事

項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 

第 60条の 2 第 54 条第 8項および第 55条に規定する信託契

約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場

合において、第 55 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取る

べき旨を請求することができます。 

（公告） 

第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞

に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 62 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、

委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付 則） 

第 1条 第 50 条第 6項に規定する「収益調整金」は、所得

税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の

信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、

追加信託のつど調整されるものとします。また、同条同項

に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、

原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、

追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日

以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額

は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金（信

託金総額を受益権総口数で除して得た額）を当該価額とみ

なすものとします。 

第 2条 第 49 条の規定は、平成 12 年 4 月 4 日以降は適用

しないものとします。 

第 3条 第 50 条第 6 項の規定は、平成 12 年 4 月 1 日から

適用するものとします。 

第 4 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10

条、第 12 条（受益証券の種類）から第 18 条（受益証券の

再交付の費用）の規定および受益権と読み替えられた受益

証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により

受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するもの

とします。 

第 5条 第 27 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい

います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以

下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または

海外において代表的利率として公表される預金契約また

は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」

といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数

値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差に

あらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定

した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における

当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に

割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

第 6条 第 27 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為

替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引

および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先

物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本

条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引

に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国

為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において

同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から

決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ

幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を

乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日にお

ける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決め
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に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ

取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元

本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本とし

て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物

外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対

売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息

とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す

る取引をいいます。 

 

 
上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 12 年 3 月 24 日 

 

委託者 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

  

受託者 み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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朝日 Nvest バリュー型 外国株マザーファンド 

運用の基本方針 

 

 

 

約款第11条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を

目指して運用を行います。 

②運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産についての運用指図（米

ドルを対価とする円以外の通貨に係る外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。 

③ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップアプローチにより、フリー

キャシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対

し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。 

④発行体の属する国別の投資割合は、次の通りとします。 

アメリカおよびカナダの合計       25％～75％ 

上記以外の先進諸国（＊）の各国        0％～30％ 

エマージング諸国（＊＊）の各国       0％～10％ 

＊印はオーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、

イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。 

＊＊印は先進国以外の諸国とします。 

⑤エマージング諸国の株式への投資合計割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

⑥株式の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことがあります。 

⑦外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る外

国為替予約取引を行うことがあります。 

⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合が

あります。 

⑨信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

国内で行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨

に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引

と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

⑪信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

⑫信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けおよび公社債の借入れならびに信託財産

に属さない公社債の空売りを行うことができます。 

 

（３）投資制限 

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債
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についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい

るもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第17条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第18条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第19条の範囲で行います。 
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親投資信託 

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド 

約 款 

  
（信託の種類、委託者および受託者） 

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、朝日ライフ アセットマ

ネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託するこ

とができます。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第2条 委託者は、金5,050,000,000円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、

受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第２項の規定による信託終了

の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第 3条の 2 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 9項で定める適格機関投

資家私募により行われます。 

（受益者） 

第4条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の証

券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第5条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については5,050,000,000口に、追加信託によって生じた受益権については、こ

れを追加信託のつど第6条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第6条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または信託契約の一部解約（以下「一部解約」といいます。）の処理を行う前の信

託財産の資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第22条に規定する借入有価証券を除きます。）について

は法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価するものとします。以下同じ。）から負債総額を控除した金額（以下「純資

産総額」といいます。）を追加信託または一部解約を行う前の受益権総口数で除した金額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗

じた額とします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第7条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第8条 委託者は、第５条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第9条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証

を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。 

（運用の指図範囲等） 

第10条 委託者（第12条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第11条、第13条から第22条まで、第24条、第

31条から第33条までについて同じ。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の

新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8

号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 
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12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもので、主として有価証券に投資を行

うものをいいます。） 

14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。） 

16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り

ます。） 

17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下

「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、

委託者は、信託金を、前項第1号から第6号までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分

の20を超えることとなる投資の指図を行いません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行

いません。 

（運用の基本方針） 

第11条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（運用の権限委託） 

第12条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、

預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の運用についての権限を次の者に委託します。 

商 号：ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 

所在地：Two North LaSalle Street, Chicago, Illinois 60602-3790  

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬の

うち当該委託者が受ける報酬から支弁するものとします。 

③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款に違反した場合、故意または重

大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の

内容を変更することができます。 

④ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、運用の指図に関する権限の受託を中止することができます。 

⑤ 前2項に基づき、第1項により委託を受けた者が、運用の指図に関する権限の委託を中止された場合、もしくは受託を中止した場

合、委託者は第1項により委託を受けた者と同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関する権限を委託すること、お

よびファンドの名称を変更することができます。 

（投資する株式等の範囲） 

第 13 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所（金融商品取引法第 2 条第 16

項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所

のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する

ものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において

取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証

券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場また

は登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第14条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図を行いません。 

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5

を超えることとなる投資の指図を行いません。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第15条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託

財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。 
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（信用取引の指図範囲） 

第16条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、

当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各

号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ

り取得可能な株券 

６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および

新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 

第17条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有

価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第

28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも

のをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取

引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る

先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る

先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第３条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、

当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行

うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第３条に定める信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい

は受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で貸付の指

図を行うことができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超え

ないものとします。 

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも

のとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの

指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまた

は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行うものとします。 

（公社債の借入れ） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れ

を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合

には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。 

④ 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。 
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（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが

あります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の範囲は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純

資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指

図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための

外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（外貨建資産の円換算額および予約為替の評価） 

第25条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

（保管業務の委任） 

第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると

認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 

（有価証券の保管） 

第27条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 

（混蔵寄託） 

第28条 金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠

して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し

円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または

証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

第29条  

（削除） 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第30条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者

が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも

のとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとと

もに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにす

る方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して

管理することがあります。 

（有価証券売却等の指図） 

第31条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第32条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当

金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（損益の帰属） 

第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第34条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託

者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金

で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との間の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第35条 この信託の計算期間は、毎年3月17日から翌年3月16日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「該当日」といいます。）が休業日

のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期

間は平成12年3月24日から平成13年3月16日までとし、最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第38条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 

（収益の留保） 
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第39条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第40条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託

の一部解約にあっては解約差金として処理します。 

（一部解約） 

第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を受益権総口数で除した金額から、当

該金額に 0.3％の率を乗じて得た額を一部解約時の信託財産留保額として控除した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じ

た額とします。 

（信託契約の解約） 

第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない

事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させるこ

ととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係

る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一

定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託

契約の解約をしません。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載し

た書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い

ません。 

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第43条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（償還金の支払い時期） 

第44条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引き換えに当該償還金を受益者に対して支払います。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を

解約し信託を終了させ、または信託約款を変更します。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第46条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解

約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第47条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継せることがあ

ります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が

生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が

受託者を解任した場合、委託者は、第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託

約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一

定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託

約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載し

た書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
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ません。 

（反対者の買取請求権） 

第49条の2 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第4項または前条

第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、受益証券を、信託財産をもって買い取るべき旨を請

求することができます。 

（運用報告書） 

第49条の3 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書の交付を行いません。 

（公告） 

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第51条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第１条 第19条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）にお

ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として

公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに

係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基

準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す

る取引をいいます。 

第2条 第19条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引

（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する

取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る

外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ

る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利

率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワッ

プ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ

いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から

満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する

取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成12年3月24日 

 

委託者 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

  

受託者 み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社

 

 

 

 

 



用 語 解 説 - 五十音順 -  
 
エマージング諸国 経済が急成長している発展途上国・地域を指します。一般的には、中南米・東南アジア・東欧等の

国・地域を指す場合が多いですが、当ファンドにおいては、約款に規定する先進諸国以外を総称して

エマージング諸国といいます。 

 

為 替 ヘ ッ ジ ヘッジとは「回避する」という意味で、為替変動リスクを回避することを為替ヘッジといいます。例え

ば、外貨建ての元本が変動しなかった(例えば 1万ドルで買ったものが 1万ドルのままだった) 場合、

売却時における為替相場が購入時よりも円安になると、円換算したときに元本が増えて利益が出ま

すが、円高になると、円換算したときに元本が減って損失が出ます。この為替による変動を軽減する

ため為替ヘッジを行います。 

 

基 準 価 額 ファンドの純資産総額を受益権総口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上 1

万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、委託会社の営業日において日々計算され

ます。 

 

キ ャ ピ タルゲ イ ン 株式や債券などの価格変動に伴って生じる売買差益のことです。 

 

個 別 元 本 受益者毎の購入時の受益権の価額で、税額計算の基礎となる価額です（申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）。同一販売会社で同じ受益者が同じファンドを

複数回購入した場合は、購入のつど加重平均して計算します。 

 

純 資 産 総 額 ファンドの資産総額から負債総額を差し引いたものです。日々時価評価されます。 

 

信 託 財 産 留 保 額 運用の安定性を高めると同時に、長期に保有する受益者との公平性を確保するために、信託期間の

途中で解約する受益者が信託財産中に残していく金額をいいます。なお、信託財産留保額が一切か

からないファンドや買付時にも徴収するファンドもあります。 

 

信 託 報 酬 投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支

払われます。 

 

追 加 型 投 資 信 託 信託期間中いつでも時価（基準価額）で購入できる投資信託です。 

 

バ リ ュ ー ス タ イル 企業の成長性よりも本質的な価値に注目し、その企業の利益・資産などから見て株価が割安と判断

される企業（銘柄）に投資する手法をバリュースタイルといいます。 

 

Ｐ Ｅ Ｒ 株価を1株当たり利益で割ったもので、株価収益率といわれます。株価がその企業の1株当たり利益

の何倍になっているかを示す指標で、この数値に絶対的な基準は存在しませんが、同業他社あるい

は同一企業での過去の業績との比較に用いられ、この値が低い方が割安と判断されます。 

 

Ｐ Ｂ Ｒ 株価を 1 株当たり株主資本（純資産）で割ったもので、株価純資産倍率といわれます。株価がその企

業の 1 株当たり株主資本の何倍になっているかを示しており、この値が低い方が割安と判断されま

す。 

  

フ リ ー キ ャ ッ シ ュ 

フ ロ ー 

キャッシュフローとはお金の流れをいい、フリーキャッシュフローとは企業の事業活動による期中のキ

ャッシュフローのことをいいます。現金収入から現金支出、実際に支払った税金、運転資本として必

要な現金、通常の設備投資に必要な現金を差し引いた金額をいいます。 

 

フルインベストメント 現金の比率をできるだけ抑え、ファンドの資産の 100％近くまで投資対象に投資することをいいます。

 

ポ ー ト フ ォ リ オ ファンドが保有する資産の構成内容のことです。 

 

ボ ト ム ア ッ プ ・ 

ア プ ロ ー チ 

経済・金利などの予測により投資銘柄を決定するのではなく、個別企業の調査・分析などに基づき、

投資銘柄を決定する手法をいいます。 
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